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第１ 基本方針改定の趣旨 

同和問題は、我が国固有の重大な人権問題で、憲法が保障する

基本的人権に関わる問題です。この問題の解決は、行政の責務と

してあるとともに、国民的課題でもあります。  

このため、国においては、昭和４４年 (１９６９年 )に「同和対

策事業特別措置法」を施行しました。その後、平成１４年(２００

２年 )３月の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措

置に関する法律」をもって３３年間続いた国の特別対策が終了し

ました。  

この間、生活環境の改善をはじめとする物的な基盤整備が進み、

格差は改善されつつありますが、人々の観念や意識のうちに潜在

する心理的差別については、着実に解消に向けて進んでいるもの

の、依然として差別意識が解消していない状況となっています。 

同和教育については、平成８年 (１９９６年 )、地域改善対策協

議会が「差別意識の解消のために教育及び啓発の果たすべき役割

はきわめて大きく、これまで様々な手法で施策が推進されてきた。

しかしながら、同和問題に関する国民の差別意識は解消に向けて

進んでいるものの依然として根深く存在しており、その解消に向

けた教育及び啓発は引き続き積極的に推進していかなければな

らない。」と指摘しています。  

こうしたことから、本市では、同和問題の早期解決に向け、第

４次行田市総合振興計画に位置付けられた「人権の理解と交流の

促進」を目指し、これまでの成果を踏まえ、本市の同和教育のあ

り方について、平成１６年 (２００４年 )４月に基本方針を定めま

した。  

その後、基本方針の策定から１０年が経過した平成２５年 (２

０１３年 )１１月に、社会情勢の変化や平成２３年 (２０１１年 )３

月の第５次行田市総合振興計画の策定を受け、同和教育基本方針
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を改定しました。  

そして、平成２８年 (２０１６年 )１２月には「部落差別の解消

の推進に関する法律」が施行され、また、基本方針の前回改正か

ら５年が経過したことを踏まえ、平成３０年（２０１８年）１２

月に同和教育基本方針をさらに改定しました。  

その後、令和３年（２０２１年）３月には第６次行田市総合振

興計画が策定され、翌年の令和４年（２０２２年）７月には「埼

玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました。  

これら法制度の改正や社会情勢の変化に適切に対応するため、

本基本方針をさらに改定するものです。  

 

 

第２ 同和教育の経過と現状  

１ 国・県における取組 

同和対策審議会の答申を受け、昭和４４年（１９６９年）に

同和対策事業特別措置法が制定され、その後の法改正も含め、

３３年間にわたって行われてきた特別対策が、平成１４年 (２

００２年 )３月をもって終了しました。しかし、平成８年 (１９

９６年 )の地域改善対策協議会の意見具申では、「特別対策の

終了、すなわち一般対策への移行が、同和問題の早期解決を

めざす取組の放棄を意味するものではない。」と指摘し、さら

に「今後、差別意識の解消を図るに当っては、これまでの同和

教育や啓発事業の中で積み上げられてきた成果とこれまでの

手法への評価を踏まえ、全ての人の基本的人権を尊重してい

くための人権教育、人権啓発として発展的に再構築されるべ

きと考えられる。」と述べ、人権教育の重要な柱として同和教

育を再構築する基本的な方針が示されました。  

この意見具申を踏まえて、国は平成９年(１９９７年 )に人権
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擁護推進審議会を設置し、２年間の調査審議を経た後、平成

１１年 (１９９９年 )７月に「人権尊重の理念に関する国民相互

の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な

推進に関する基本的事項」と題する答申をまとめました。こ

の答申を踏まえて、国は平成１２年 (２０００年 )１２月、「人

権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定公布され、

人権教育は人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動であ

ると定義し、人権教育は学校・家庭・地域・職域その他の様々

な場を通じて行うことを決めました。また、この法律を具体

化するために、平成１４年 (２００２年)３月に「人権教育・啓

発に関する基本計画」を策定し、人権教育の中に同和教育を

明確に位置づけ、今後の方針を示しました。  

しかしながら、全国各地において、依然として差別意識や

偏見に基づくと思われる結婚問題、行政書士等による戸籍謄

本等の不正取得事件、インターネットの匿名性を利用した差

別情報の掲載等が後を絶ちません。  

このような状況を受け、平成２８年 (２０１６年 )１２月には

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

この法律は、「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報

化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じている」

こと、「部落差別は許されないものである」ことを明記すると

ともに、これを解消することが重要な課題であるとして、国

及び地方公共団体の責務を明らかにしています。  

一方、埼玉県については、平成２４年(２０１２年 )３月に同

和問題をはじめとする様々な人権課題や施策展開の方向性な

どを明らかにした人権施策の基本的な指針として、「埼玉県人

権施策推進指針」を改定しました。その指針に基づき、平成２

５年(２０１３年 )２月に人権教育実施の方向性を示した「埼玉
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県人権教育実施方針」を改定し、施策を推進してきました。  

さらに、社会情勢等の変化を鑑み、平成３０年 (２０１８年 )

４月に「埼玉県人権教育実施方針」の一部を改定し、近年の情

報化の進展に伴う部落差別に関する状況の変化や、「部落差別

の解消の推進に関する法律」の施行について追記しています。 

さらに、法制度の改正や社会情勢等の変化を鑑み、令和４

年（２０２２年）３月に「埼玉県人権教育実施方針」の一部を

改訂し、７月には、「部落差別の解消の推進に関する法律」の

基本理念にのっとり、「埼玉県部落差別の解消の推進に関する

条例」が施行されました。この条例には、「部落差別の禁止」

事項が定められています。  

 

２ 本市における取組 

昭和５７年（１９８２年）に地域改善対策特別措置法の施

行を受けて、同和対策関係施策を効果的に推進するため、総

合５ヵ年計画を策定し、生活環境の改善、産業の振興、職業の

安定、教育の充実、社会福祉の増進等の諸施策を推進しなが

ら同和地区における経済力の増進、住民の生活安定及び福祉

の向上等を図りました。その後も同和問題の早期解決を市の

重要課題に掲げ、総合振興計画や同和対策総合５ヵ年計画、

行財政３ヵ年計画の中に位置づけ、各種施策を総合的、かつ

計画的に推進してきました。  

さらに、特別措置法終了後の同和対策事業について、平成

１５年（２００３年）７月に、同和問題の解決に向けた今後の

同和行政のあり方について「行田市同和行政の基本方針」が

策定され、人権施策を実施してきました。なお、同和教育につ

いては、学校、家庭、地域社会を通じて、児童生徒をはじめ、

広く人権尊重の精神を培う人権教育を推進するため、平成１
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６年(２００４年 )４月に「行田市同和教育基本方針」を策定し

ました。その後、平成２５年 (２０１３年 )１１月及び平成３０

年（２０１８年）１２月に社会情勢の変化に対応するよう同

基本方針を改定しました。  

また、関係機関として、昭和４７年 (１９７２年 )に行田市同

和教育推進協議会を設置し、市民を対象とした講演会や研修

会、指導者養成講座、啓発資料の作成など積極的に同和教育

を推進してきました。さらに、平成１４年（２００２年）には、

名称を行田市人権教育推進協議会へと変更し、同和問題をは

じめとする人権課題の解決に向け、啓発活動を実施していま

す。  

 

 

第３ 同和教育の基本的方向  

１ 基本方針 

本市は、これまでの同和教育の成果を踏まえ、同和問題の解

決にとって教育の果たす役割が重要であるとの考えから、今

後も、同和教育を人権教育の重要な課題の一つとして位置づ

け、早期解決に向けた同和教育・啓発の取組を推進します。  

 

２ 同和教育の法的根拠等  

（１）同和教育の法的根拠  

同和教育については「人権教育及び人権啓発の推進に関

する法律」（平成１２年１２月法律第１４７号）を根拠とし

て推進します。  

【抜粋】  

（地方公共団体の責務）  

第５条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との
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連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及

び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を

有する。  

さらに、「部落差別の解消の推進に関する法律」（平成２

８年１２月法律第１０９号）を根拠として推進します。  

【抜粋】  

（教育及び啓発）  

第５条  国は、部落差別を解消するため、必要な教育及

び啓発を行うものとする。  

２  地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、

その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要

な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。  

併せて、「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」

（令和４年７月埼玉県条例第３４号）に準拠して推進しま

す。  

 

（２）同和教育推進の根拠  

同和教育の推進については、人権教育及び啓発推進に関  

する法律第７条の規程に基づき国が策定した「人権教育・

啓発に関する基本計画」、「埼玉県人権施策推進指針」、「埼

玉県人権教育実施方針」、「第６次行田市総合振興計画」、

「行田市人権施策推進基本方針」、「行田市人権教育基本方

針」を根拠とします。  

 

 

第４ 学校同和教育のあり方  

 １ 就学保障について 

特別措置法施行以前は、同和地区住民の多くは、貧困のた
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めに高校・大学などの教育を受ける機会が十分に保障されま

せんでした。そのため、学校同和教育は児童生徒の就学を保

障することから始まりました。同和教育推進教員が中心とな

り、児童生徒・保護者・学校・教育委員会と連携を図り、一体

となって推進してきました。その後、生活の安定が図られて

いくとともに、特別措置法に基づいた奨学金制度の利用など

によって高校への進学は格段に向上し、就学保障という同和

教育の目標は基本的に達成できました。  

しかし、近年、不況による親の失業などによって進学を断

念する生徒や、高校・大学を中途で退学しなければならない

生徒が出るなど新たな問題が発生しています。  

したがって、これからは、市内全生徒を対象にした就学保

障の取組を積極的に進めることが必要であり、そのために本

市は、市独自の就学金制度や支度金制度、国等の育成基金制

度の積極的な活用に努めます。  

 

２ 学力保障について 

集会所事業の小・中学生学級が今まで果たしてきた成果を

踏まえながら、児童生徒一人ひとりに基礎・基本を習得させ

る等、学力保障に努めます。また、各学校では、授業の工夫・

改善の研修を充実させることにより、知・徳・体のバランスの

とれた生きる力の育成に努めます。  

 

３ 進路保障について 

特別措置法施行以前は、部落差別に基づく身元調査や就職

差別が見られ、同和教育は就職差別撤廃をはじめとした同和

地区生徒の進路保障も目標に掲げてきました。学校同和教育

の実施や企業における啓発活動の進展により、就職差別は次
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第に減少し、おおむね解消しました。しかし、一部においては

未だ戸籍謄本の不正取得等の身元調査事件が発生しており、

就職差別が根絶したとはいえない状況があります。  

したがって、本市では企業内での研修会や人事担当者の研

修会を各企業に働きかけ、身元調査の根絶を目指します。ま

た、各学校におけるキャリア教育を充実させ、生徒全体を対

象とした就職支援や進路保障、自立への取組を積極的に推進

します。  

 

４ 同和問題学習について  

特別措置法施行以前は、地域社会の中には同和地区に対す

る差別意識や偏見が存在しており、その影響を受けて児童生

徒のなかにも同和地区に対する差別意識や偏見が見られたた

め、同和教育は同和問題の正しい理解のために行う学習とし

て位置づけられました。そして、学校における同和教育の実

施や成人を対象とした社会同和教育、啓発活動によって児童

生徒の差別意識や偏見は着実に減少してきました。  

今後は、「人権感覚育成プログラム」を活用し、豊かな人権

感覚の育成と人権意識の高揚を図り、あらゆる差別をなくし

ていく生き方のできる児童生徒を育成します。  

また、小学校第６学年や中学校の社会科における身分制度

の学習では、貧困史観から脱却し、「明るい展望に立った歴史

学習」の視点で授業実践に取り組みます。  

 

５ 学校同和教育の推進体制の整備について  

教育委員会では、学校同和教育の組織的・計画的推進を図

るため、管理職に対する研修会や教職員としての資質や指導

力の向上を図るための教職員研修会を実施してきました。ま
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た、各学校では、「人権教育は、同和問題をはじめとする人権

問題の理解と解決に取り組むこと」という基本方針に沿って、

人権教育の全体計画及び年間指導計画を立案し、人権教育推

進計画に同和問題の解決を位置づけ、同和教育を推進してき

ました。  

今後も、教職員一人ひとりの指導力の向上のため、管理職

研修会や教職員研修会を実施するとともに、北埼玉地区人権

教育研究集会への参加等を通して、指導者の養成に努めます。 

また、「行田市小・中学校人権教育推進委員会」を充実させ

て、各学校の推進に寄与させるとともに、「行田市の人権教育」

の編集や人権作文集、人権標語、人権ポスターなどの人権学

習教材の開発・作成を進め、活用を図ります。  

 

 

第５ 社会同和教育のあり方 

１ 同和問題学習の推進について 

特別措置法施行以前は、結婚や日常の交際などにおいて市

民の中に同和地区に対する差別意識や偏見が広範囲にみられ

ました。そのため、市民に対して同和問題を正しく理解する

ための研修会を行うことが大きな課題でした。  

その後、人権意識の高揚を図るための講演会や研修会、地

区別懇談会、映画会の開催や広報紙発行などによって差別意

識や偏見も次第に減少してきました。  

しかし、本市が令和元年度（２０１９年度）に実施した「人

権に関する意識調査」の結果からは、同和問題に関する偏見

や差別意識が未だ十分に解消されたとは言えない状況にある

ことが明らかになっています。  

そのために今後の同和教育は、特に差別意識の解消を目指
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した教育・啓発活動を中心に据えて取り組むことが重要とな

ります。  

そこで本市では、これまでの成果を踏まえて、①体験参加

型の啓発手法を積極的に取り入れる、②ＤＶＤなどの視聴覚

教材の有効活用を進める、③地域間での交流を図る、④基礎

学習として差別の現実から学ぶ人権問題学習を取り入れる、

⑤指導者の養成に努める、⑥えせ同和行為の排除などの改革

を図りながら、同和教育を推進します。  

  

２ 地域住民の教育・文化の向上について  

特別措置法施行以前は、同和地区住民は教育を受ける機会

に恵まれず、教育・文化の面で周辺の地域との間に格差が見

られました。このために、同和地区住民の教育と文化を取り

戻すための教育・文化活動が社会同和教育の課題でした。  

そこで本市では、社会同和教育の目標の一つに、地域住民

の教育・文化の向上を掲げ、集会所や隣保館を利用した様々

な学級等を開設し、教育・文化の向上に努めてきました。  

今後においては、これまでの成果を踏まえ、受講者の自主

性を育てることや、内容の充実を図り、若年層も参加できる

ように工夫し、集会所・隣保館を活用した教育・文化活動を推

進します。  

 

３ 仲間づくりを目指した集会所学級について  

特別措置法施行以前は、同和地区と周辺地域との児童生徒

の間では、交流が少ない現状がありましたが、集会所の小・中

学生学級などに地区外の児童生徒が参加するようになったこ

とをきっかけに、地域内外の交流が深まりました。  

今後においても、集会所の小・中学生学級の特徴である異
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年齢による学習を通して、共に教え合い、助け合う心を育て

る場とする「仲間づくり学級」へと移行し、地域内外の児童生

徒を対象として、教科学習や人権学習、体験学習、スポーツな

どの幅広い活動を行い、集団活動を通じて子どもたちの成長

と発達を促進します。  

 

４ 交流の促進について 

特別措置法施行以前は、同和地区と周辺地域の住民とは交

流が十分ではありませんでした。そのため、地域内外の交流・

連携が社会同和教育の目標として掲げられました。  

その後、集会所・隣保館での学級活動や催し物への参加な

どを通して、地域内外の交流が図られました。  

今後においては、集会所・隣保館での学級活動や人権教育

に関する啓発事業、人権フェスティバル等への参加を通して、

更なる交流の促進を図ります。  

 

５ 推進体制及び指導者の養成について  

社会同和教育については、前述のような基本方針に沿って

推進しますが、これを具体的かつ効果的に推進するため、教

育委員会は学校教育、社会教育、各種関係機関及び団体から

組織された行田市人権教育推進協議会と連携を図り、各種人

権研修会や啓発活動を推進します。  

また、人権教育及び同和教育を積極的に推進するため、適

切な教材を整えるとともに、重要な役割となる指導者につい

ては、「人権教育指導者養成講座」にて育成に努めます。  

 

６ 関係機関等との連携について  

国・県及び北埼玉３市で組織する人権教育推進協議会との
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連携を強化し、それぞれが保有する情報、教材、また研修会な

どの機会を積極的に活用し、人権教育・同和教育の効果的な

推進を図ります。  

 

 


